
 

請求の要旨 

 

「熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議・耐震性能分科会」が２０２２年１１月

に公表したまとめ「熊本市本庁舎の耐震性能について」では、熊本市が２０１７年度に実施し

た「熊本市本庁舎整備計画作成業務委託報告書」ならびに２０２０年度に実施した「本庁舎の

基礎杭及び地下連続壁の効果等に関する耐震性能の検証業務報告書」の調査結果は妥当である

との結論から、現庁舎の耐震性能は不足するという理由で、市⾧は現庁舎建替えの方向ですす

めてきました。しかし、この間市が開催した市民説明会や「市⾧とどんどん語ろう」などで

は、疑問の声が相次ぎ、市役所建替えに市民の理解は得られていません。２０２４年３月には

「基本構想（素案）」、6 月には「基本構想（案）」が提示され、６月２４日の市議会庁舎問題

特別委員会では市役所本庁舎と議会棟はＮＴＴ桜町に移転する方向が示され、続く７月１６ 

日の特別委員会では中央区役所を分棟にして花畑別館跡地に整備する方針が出されましたが、

いずれも市民への説明機会は設けられていません。「基本構想（素案）」「基本構想（案）」はパ

ブリックコメントも行われていません。市民サービスの拠点として、市民のための施設である

市役所の建替えで市民の声が聞かれず、踏むべきプロセスを踏まずにすすめられています。現

庁舎の建替えでは、１年かけて４つの候補地から現在地が決められています。提案からわずか

１カ月ないし２ヵ月で移転先を決めるのは、あまりにも拙速であり、市民が意見を述べる機会

もなく、市民不在のすすめ方となっています。 

市役所建替えの事業費は、２０２４年７月の時点で「６１９億円＋α」と説明されており、

この先、事業費がどれだけ増えていくのか全く不透明であることも、市政史上最大のハコモノ

であるだけに、市民への説明責任を欠いています。しかも、２０２５年３月までに「基本計

画・基本設計・実施設計」を一括契約するという異例の契約手法もまた市民の疑問です。 

市役所建替えには、賛成意見もあれば、反対意見もあります。意見が分かれたまま、合意形

成を図らずにすすめるべきではありません。熊本市自治基本条例「自治の基本理念」では「主

権者である住民の意思を反映した信託に基づく市政」が掲げられ、住民投票も規定されていま

す。市役所建替えに、住民の意向を確認する手段として住民投票を実施するための「熊本市新

庁舎建設の賛否を問う住民投票条例」制定の請求を行うものです。 


